
国立大学法人東京農工大学外国人語学教員等の雇用に関する規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学外国人語学教員等の雇用に関する規程を次のとおり改正する。 

附 則 （２２教規程第４７号） 

この規程は、平成２２年１２月２７日から施行する。 

 

現  行 改  正  備 考 

国立大学法人東京農工大学外国人語学教員等の雇用に関する規程 

平成１８年１１月１５日 

１８教規程第３４号 

 

第１条～第５条  省 略 

  

 （任期） 

第６条 外国人語学教員の任期は、３年を超えない範囲内で定める。 

２ 外国人研究員の任期は、同一会計年度の範囲内で定める。 

 （任期の更新） 

第７条 外国人語学教員の任期は、勤務実績を勘案した評価を行ったうえで、

雇用契約終了の際に、１回に限り更新することができる。 

２ 前項による任期は、２年を超えない範囲内の雇用契約で定める。 

３ 外国人研究員の任期は、雇用契約終了の際に、１回に限り更新すること

ができる。 

４ 前項による任期は、前条第２項による。 

 

 

  

第８条～第１０条  省 略 

 

 

   附 則  省 略 

 

 

 

 

 

 

第１条～第５条  省 略（現行どおり） 

  

（任期） 

第６条 外国人語学教員の任期は、３年を超えない範囲内で定める。 

２ 外国人研究員の任期は、同一会計年度の範囲内で定める。 

 （任期の更新） 

第７条 外国人語学教員の任期は、勤務実績を勘案した評価を行ったうえで、

雇用契約終了の際に、１回に限り更新することができる。 

２ 前項による任期は、２年を超えない範囲内の雇用契約で定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、前項の雇用契約の終了の際に、必要と認め

る場合には、任期を定めないで雇用契約を更新することができる。 

４ 外国人研究員の任期は、雇用契約終了の際に、１回に限り更新すること

ができる。 

５ 前項による任期は、前条第２項による。 

 

第８条～第１０条  省 略（現行どおり） 

 

 

附 則  省 略（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 


